
課長 係長 係員 受付 電算処理

〒

申込者 住　　　所

使用者 電話番号

ふりがな

氏　　　名

し尿収集について、下記事項を厳守します。

１．し尿手数料を期日内に納めます。

3．万一上記に違反したときは、し尿収集を停止されても異議ありません。

住　　所 安芸高田市　　 町

アパート等名

便槽位置 　① 収集間隔 日　 ② 収集間隔 　　 　　日

　③ 収集間隔 日　 ④ 収集間隔 　　 　　日

※収集間隔は、定期希望者のみ記入ください。　例　①　母屋裏　収集間隔　30日

住　　所 〒

アパート等名 　　　　電話番号

ふりがな

氏　　名

住　　所 〒

アパート等名 　　　　電話番号

ふりがな

氏　　名

旧使用者 氏　　名

　

定期 臨時

開始 中止

安芸高田市長　　様   　　年　　　月　　　日

2．し尿収集にあたり、市が委託した業者が敷地内に立ち入り収集作業を行うこと及び、作業に必要な水の使用を許可します。

所在地

所有者

料金支払者

し　　　尿　　　収　　　集　　　申　　　込　　　書

（携帯　・　自宅　・　勤務先）


